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□令和８年度こども一人当たり利用可能時間の上限が３時間/月のため、１回連続３時間の利用が主になると想定される

こども誰でも通園制度

■受入時間帯 ９時～１２時（平日のみ）
■１回3時間（１時間だけの利用不可）
■給食有・おやつ有

□こどもの活動時間帯は、午前中が主である

（参考）子どもライブラリー※における時間帯ごとの利用者数

※主に未就学児が利用

R７年６月利用実績 R７年８月利用実績


